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一一…糊麟教育慌時に つい て( 中雑 誌会 主五百両日

4霊童 i 高等教簡におけるキャリア教商県職議室教習

ヰ鶴職事撃襲麟農争奪教瞥iこ特化した斡縄みについて

け〉職難襲膿的意事故曹に特化し?と持組み的酪饗性

0 これまで述べたとおり、雇用@労働を巡る環境の変化、知識@技能や人材需要の

度化、職業の多様化等が進む中、高等教育機関においては、職業教育を通じて、自立

した職業人を育成し、社会 ω職業へ円滑に移行させること、また、学生師生徒の多様

な職業教育ニーズや様々な職業・業種の人材需要にこたえていくことが求められてお

り、このような職業教育の重要性を踏まえた高等教育を展開していくことが必要とな

っている。

。また、著者や就業者等、職業に必要な能力の獲得。向上を目指す人々の中には、生

涯の中において、実務経験を主な基盤とした実践的な知識帰技術@技芸の教授を中心

とする職業教育を受けることにより、様々な可能性をより一層切り開いていくことが

できる者が少なからず存在すると考えられる。特位、後期中等教育の段階で専門高校

等における職業実践的な教育を選択した者にとっては、その先に続く高等教育の段階

に職業実践的な学びの場があることは、キャリア形成の上でえ重要な意味を持つ。この

ため、下記に述べるような新たな枠組みを整備することにより、人々が自らの能力、

志向、適性にふさわしい学習の場・を選択して学び、職業に必要な能力を修得できる環

境を、高等教育において充実していくことが必要と考えられる。

。高等教育における職業教育の環境を充実することは、職業教育に対する国民の意識

や社会の評価を変える契機になるとともに、中等教育から高等教育までにわたる職業

や就業に重点、を置いた修学の道筋として、「職業教育体系」を鮮明にすることとなる。

て川、ては、人々にとって、学びと自らの将来とを強閣につなぎ、自分の力を最大眼に

いかして人生を切り開いてしぺ、新たな夢や希望をもたらすものとなることが期待さ

tしる。

⑦ 互理寵のE審議事教欝1::おける職議長毒殺曹の位霊童付iす

。高等教育における職業教育は、学術研究の成果を主な基盤として教養に裏打ちさ

れた専門的な教育を行うことが求められる場-合や、卓越した又は熟達した実務経験

を主な基盤として実践的な知識・投手持等を教授することが求められる場合等があ

る。

。大学は「学討すの中心として、広く知織を授けるとともに、深く専門の学芸を教授

研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることJを目的とし、また、短期

大学は大学の闘的に代えて「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必

要な能力を育成することができるJこととしており、大学@短期大学で行われる教

育活動i土、学術研究の成果を基盤とすることが本来的な目的とされ、その中におい

て職業教育が行われている。

戦後の我が国における単線的な学校体系においては、幅広い職業教育を含む多様
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4.職難喪踏的な敷商iニ特化した持組み

な機能を大学制度に期待したが、ともすれば専門の学芸の教按研究に関心が集中すb

る中で、結果とじて、職業教育の意義や位置付けが不明確になり、職業実践的な教

育が十分に展開されてこなかったとの指摘がある。

こうした中で、若者の過半数が進学する大学 e 短期大学においては、これまでの

取組や、前述のように、人材育成に対する社会的要請、現在の厳しい雇用情勢、学

生の多様化に伴う卒業後の移行支援の必要性等を踏まえ、平成 23年度から、すべ

ての大学@短期大学において社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培う

ための体制を整えることとしている。

。高等専門学校は、「探く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成すること j

を目的とし、中学校卒業者を対象として、一般教育と専門教育が効果的に組み合わ

された、 5年一貫の職業教育を行う機関であり、高い就職率や求人情率等、優れた

実績を上げ産業界から高く評価されている。

現状では、全国的に配置され、高等教育機関として大きな役割があるが(工学系

新規学卒技術者の約 12拡を高等専門学校卒業者が占める)、高等教育段階にあた

る4年生の在学者は、 18歳入口のうち約 1%であり、また、制度上は分野の限定

がないものの、ほとんどの学科が工業系という実情にある。

このような中、前述のように、今後、新分野への展開が期待されており、各高等

専門学校においても学科再編等が行われている。

0 専門学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を

図るj ことを目的としており、 18歳入口の約 20%が進学している。専門学校に

おいては、実務経験を主な基盤とし?と職業教育が盛んに行われており、実務家教員

を配した教員組織による実践的な知識@技能の育成、その成果としての職業資格の

取得、学んだ分野に関連する分野への高い就職率等、職業に直結する教育機関とし

ての成果を上げている。

しかし、専門学校は、設置主体の限定がなく、設置運営等に関する法令の定めが

ゆるやかであるなどの制度的特性を有しており、これをいかして産業界等のニーズ

に即応した柔軟な職業教育を展開できるという強みを有している反面、全体的な質

の担保の苗で課題があり、その教育の質について各学校ごとの差異が大きいという

指摘がある。

⑧ 人材構成ニーズと高等教事響機関が持う職操教商へ時期待的高まり

0 我が国でi士、 f新成長戦略J(平成22年6月 18日閣議決定)に掲げられている

とおり、産業構造の変化に対応し、成長分野吐をはじめとして実践的な能力を有す

る人材の育成が急務とされており、また、将来にわたって付加価値を創出し、持続

可能な成長を担ってし吋人材の育成が強く期待されている。さらに、貿の高い人材

の育成@確保や人材育成のスピードが、我が国の経済発壊や国際競争力、あるいは

地域の産業振興を決窓する重要な要因となっている。

。このような中、特に、経務 e 社会環境の変化や技術の進展、生活様式の変化に伴

キ1 i新成長戦絡jでは、「グリーン・イノベーションJiライフ・イノベーションJrアジア経済Jr観光・地域j を成

長分野として掲げている。
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鱗4重量 I高等教育におけるキャリア教欝・職操教欝

い、異なる分野の知識・技術等を統合@総合させて、ものづくりや商品・サービス

等を生み出していくことが求められており、経梼・社会活動の基幹をなす中堅人材

として活躍する、様々な職業・業糠における実践的@創造的な職業人、あるいは卓

越した知識・技能を有するいわば匠の人材を、高等教育機関が育成していく必要が

あ<0，.) 0 

。また、新規学卒就職者の離職率の高さや、若年無業者・アリ…ターの数がなかな

か減少しないこと、正規労働者に比較して職場において職業能力開発の機会を帯に

くいことが指摘されている非正規労轍者の増加、企業の人材育成投資の低下、さら

には学習活動と職業生活の積み重ねにより経済成長を牽引するカを有する d人材を育

成していく麓要性が指摘される中、高等教育機関が職業教育の場として、積極的主

役割を果たしていくことが期待されている。

⑨ 職襲撃5軽量義的権毒殺曹は特itし?と枠錨みの襲撃舗

0 上述のような、現在の高等教育における職業教育の位置付けや諌題、また実践的

な知識・技能を有する人材の育成ニーズや高等教育機関が職業教育において果たす

役割への期待の高まりを踏まえると、高等教育における職業教育を充実させるため

の方策のーっとして、職業実践的な教育のための新たな枠組みを整備することが考

えられる。具体的には、卓越した又は熟達した実務経験を主な基盤として実践的な

知識匂技術等を教授するための教員資格、教員組織、教育内容、教育方法等や、そ

の質を担保する仕組みを具備した、新たな枠組みを制度化し、その振興を留ること

である。

。このような職業実践的な教育に特化した枠組み(以下「新たな枠組みJという。)

が適切に整備されていくことは、各高等教育機関の特性に応じた職業教育の充実を

{遣し、これまで発展してきた大学・短期大学暢高等専門学校。専門学校の教育とあ

いまって、高等教育機関全体として、職業教育システムを構築。充実していくため

の事号機とえ丈ることが期待される。

(2)躍襲撃豊富襲襲撃的批敷商!こ特fじした特錨みに闘して場E撃すベ審4つの観点

。我が閣の現状においては、企業内教育や既祥の高等教育機関の職業教育の充実に向

けた努力に期待するのみでは、必ずしも十分な対応がとれ者いと考えられる課題があ

る。具体的には、これまで述べてきた点も含み、下記に述べる 4つが考えられ、新た

な枠組みの制度的な整{蒲に当たっては、これらの課題に十分に対応できるような方策

を考慮する必要があ山

。新たな枠組みは、職業に関する教育や生護学習環境を充実するのみならず、これを

通じて、雇用@生活の安定や円滑な労働移動・経請の活性化に寄与するものとするこ

とが非常に主重要である。

企業は教育の成果に期待を寄せているが、高等教育機関において、就業iこ必要な知

*1 (株)三菱総合研究所「我が国の企業等における中堅人材の人材ニーズに関する調査研究J(平成 22年 2月)の

概要については、 p. 204参照。
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4，職業襲践的な教商に特化した持組み

識@技能を必ずしも十分に育成できてい3ないと雷われる、教育と雇用崎労働、経済を

巡る国家的損失ともいえる状況を打破し、社会全体の在り方を好転させるきっかけの

ーっとして、新たな枠組みが役割を果たし、効果を発揮していくことが期待される。

また、企業等においても、人々が、新た者枠組みなどを活用して修得した能力を発

揮していく上で不可欠ともいえる、学修成果の適切な評価や、学習活動と職業生活の

両立並びにライフステージに応じた様々な働き方が可能な就業@労働環境の充実が期

待される。このような各界の取組を通じて、我が国全体が、学びと就業の連関により

人々がその能力を最大限発揮できる、活力と成長力に満ちた社会となっていくことが

望まれる。

① 議豊彦警戒農を支える『人づくザ』への対It

。我が国においては、新たな経清成長を支える「人づくり Jを推進することが金、務

であり、社会全体で実践的な職業能力の育成に取り組むことが必要である。具体的

に育成を目指す人材像としては、新たな成長分野をはじめとする各種分野において、

例えば、次の 2つが考えられる。

φ地域経諦・産業振興に向けて

地域の強みをいかした産業。事業の創出 a 発展に関して、海外市場も対象に活躍

し、地域の発展に貢献できる人材。

φ先進 e創出を目指して

国際的にも高く評価されるような高度な専門的知識。技能を有する人材0

・壊れた感性、斬新なアイデア、洗練@熟達した技能で、産業や企業の事業部門

の主力を担いリードしていく人材

@異なる分野の知識@技術等を統合させて、新たな事業手法やシステム等を考案

@導入し、ものづくりや商品@サーピス等を創出する人材料

0 このような人材の育成を行うに当たっては、特に@、経諦@産業界の動向@人材需

要を鋭敏に把握し、可能な眠りこれに即応した教育を行うことを重視すべきである。

新たな枠組みについては、このような観点、から、企業や経諦団体 e職能団体等と密

接に連携して、最新の実務の知識。経験に基づく実践的な知識・技術等を教授して

いくことに重点を置く必要がある。

⑧ 主主藤にわたる学習瀦離と職重量生諸の開立

。昨今の雇用慣行や労働情勢の変化をかんがみるに、人々が、学歴や新規学卒時の

就職状況にかかわらず、生涯にわたり、継続して学習活動と職業生活を交互に又は

同時に営みながら、職業に必要な能力を修持，更新・向上し、その成果が適正に評

価され、就業や業種転換、キャリアアップを図ることができる環境を充実すること

叫 本審議会の議論では、「ハードウェア・ソフトウェアの設計・開発Jrデジタノレコンテンツの開発Jr電子制御・ハ

イブリッドエンジン等の技術進歩に対応した自動車整備分野Jrパイオテクノロジ一分野におけるソフトウェアを用

いた生命情報の処理Jr観光ビジネス、集境マネジメントなど、時代の変化に対応したビジネス実務分野Jr知識・技

能の高度化@専門分化への対応が必要とされ、既に職業に就いている者に対して更なる教育プログラムの提供が求め

られる分野Jが例示として挙げられた。
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言事4重軽 l高等教商におけるキャリア教育回職業教育

が必要で、ある。この観点から、教育機関が教育プログラムを開発@提供するに当た

っては、次の 2つの視点を念頭に置くことが重要で、ある。

φ職業への円滑少な移行

若者の職業への円滑な移行

(転職者等が対象となることも考えられる。)

6 専門分野の基本的知識 a 技能の修祷。更新

@労働者の権利@義務・費佳の学び

参職業能力や起業力の向上

就業者や起業を自指す者の新たな知識・技能の獲得@向上

也専門分野の高度な知識 e 技能の11多得@更新、周7担分野。関連分野の知識・技能

の楼得

-管理職や経営者等の態度，思考略行動俗資佐の学び

・経営、組業等に関する知識・方法の{彦得

0 このような教育プログラムの提供に当たっては、人々が希望やライブステージに

応じて学びやすい仕組みを備えることが重要である。まだ、修得した職業実i磁力等

学修の成果が、学習者や企業等の外部者iこも具体的にわかりやすい形で示されるな

ど、評価されやすい工夫も必要である。

なお、分野によっては、学践の成果が国家資格等の取得に結び付くことが重要で

あり、このことに留意が必要で、ある。

併せて、国が、イギリスやヨーロッパの職業資格制度を参考にしつつ検討を進め

いるキャリア段位制度(日本版NVQ)叫との連携を積極的に図っていくない、

職業に必要な能力とその修得のための教育プログラムとの対応関係を明確化するこ

とも考産すべきである。

③ 教轄の縄開銀証

0 中等教背後の高等教育段階に着目すると、実務経験に基づく職業実践的記教育を

提供する教育機関として、これまで、専門学校が大きな役割を果たしてきているが、

その制度的特性から教育の質の面で各学校ごとに相違が大きく、教育の成果に対す

る評価が高等学校関係者等の間で安定していないとの指摘や、専門学校が行う教育

に対して社会からの理解が必ずしも十分に得られていないとの指摘がある。

。これらのことを踏まえ、新たな枠組みを整繍するに当た wつては、その繋を客観的

に保証、する仕組みを備えることが重要である。その際、先に述べたとおり、新たな

枠組みは、経ま斉@産業界の動向@人材需要に即応し、最新の実務の知識@経験に基

づく実践的な知識翁技術等を教授していく機動性が求められ、そうした要請に照ら

して、適切に教育の質を確保することができる仕組みとすることが必要である。

本1 第 5章4. 参照。
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4.職議案践的な鞍蕎!こ特化した枠組み

⑮ 進路選択の拡大と職議室舞鶴的な教曹の趨朝怠静髄

0 現在、我が閣では、普通教育志向の進学者が拡大レておりへとの中には必ずし

も明確な進路意識の目的意識を持たないまま進学している者がいるとの指摘がなさ

れてし司る。

。新たな枠組みを具体化していくことは、子どもや若者が自らの将来を考えていく

上で、また、保護者や教員等が、進路選択について助言を行っていく上でも、大き

な変化を与えるものになると考えられる。具体的には、新たな枠組みは、高等学校

等卒業後の進路として、また、生援にわたる学習の場として、新たな道を開くこと

から、子どもたちが早い段階から、自らの志向や希望を十分に考醸して様々な進路

を考え選択し、その後も人生の時々で、学習間的に合う教育機関を選択・活用して

いく意識@行動を高めるものになると期待される。

。また、高等教育における職業教育は、学術研究の成果を主な基盤とする場合や、

職業実践的な知識@技術等を主な基盤とする場合等があるが、新たな枠組みの具体

化を通じて、これらが同等に評価される社会の形成 a 発履にもつながると考えられ

る。

。このような進路選択の拡大や職業実践的な教育の適切な評価は、人々が希望やラ

イブステージに応じて、様々な学習の場を活用しながら、職業生活や人生を重ねて

いくことができる、生護学習社会の確立 e 発患においても大きな意義を有するもの

である。ひいては、多様な能力を有する人々が協働し活躍する、創造力と実践力の

高い社会の実現へとつながっていくことが期待される。

(3)職重量翼産量的な教審!こ特位し?と枠組みの構鶴

0 新たな枠組みの具体化を進めるに当たっては、前記 (2)の観点に基づき、今後さ

らに、早急かっ詳細な検討が行われることが望まれる Q 現段階までに検討してきた構

想、の概略は以下のとおりである九

。なお、今後の検討については、新たな学校種の制度を創設するという方策とともに、

既存の高等教育機関において新たな枠組みの趣旨をいかしていく方策も検討すること

が望まれる。また、その際、ものづくり分野における中核的人材、中小企業や地域に

おける人材の育成を担っている職業能力開発大学校等の公共職業能力開発施設本人や、

各省の設置法等に基づき設置されている各省大学校等、各識の職業教育@訓練機関と

相互に、各々の利用者から求められている役割!を尊重・発揮して、我が国の人材育成

や人々の生涯にわたる学習ニーズ、に、連携・協力しこたえていくものとなるようにす

ることが必要で、ある。

*1 高等学校については、生徒の約 72%が普通科、約 23%が専門学科、約 5%が総合学科に在籍し、また、高等教

育段階については、約 57%が大学・短期大学、約 1%が高等専門学校、約 22%が専門学校に在籍している状況に

ある。

*2 職業実践的な教育に特化した枠組みと他の教育・職業訓練機関との特徴比較のイメージについては、 p. 108参

照。

叫職業能力開発施設については、 p. 205.206参照。
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[江亙藍珪調
事識した又は熟議した実務の知識@経験に基づく高度の専門的かっ実際的な知識・

技討す等を教授し、職業に必要な実践的な能力を育成することを間的とする。

また、企業や経務団体@職能団体等と密接な連携を図り、髄人が生涯にわたり継続

して学業生活及び職業生活を交互に又は同時に営むことを支援する学習環境を整備す

ることや、最新の実務の知識@経験を教育内容幡教育方法lこ反映した教育の実:植を担

保することが望まれる。

底2整難強調
入学資格は、高等学校等の後期中等教育修了者とする。

修業年限i土、分野の特性や対象者等に応じ、 2'-~ 4年の範囲内で柔軟に設定するこ

とが考えられる。

また、生涯学習環境の整備の観点から、就業者等の学びやすさを考癒すると、基本

課程〈仮称) 2年と上級課程{仮称) 1 "'-' 2年とする方法や、修業年限の弾力化、長

期にわたる教育課程の履修を認めることなども考えられる。

区軍軍題E翠塞霊調
教育課程は、企業や地域倫金田を単位とする経構図体・職能団体等との連携により、

教育課程を編成@政審する組織体制を;確保することが重要である。また、教育課程の

編成に当たりつては、例えば、国際社会から見た日本の姿や、圏内地域の産業必資、源等

の特色 a 強みを学ぶ科目が含まれるなど、斬新で独創性に富むものとしていくことが

期待される。

授業方法は、職業実践的な演習型授業(実験 e 実習・実技等)を一窓程度(例えば、

おおむね4~5 割程度)行うことが想定される叫。

特に、産業界や職業人が求める知識 ω 技能や最新の実務を的確に反映した教育を行

うため、企業等が学習活動にかかわり、学習者と企業等が、相互理解を深められる学

習機会(企業内実習、企業参加の学内実習活動等)を設定することが重要である。

4a鱗了寵驚J亙法二盗鍾翠

修了認定方法は、生涯学習環境の整備の観点から、就業者等の学びやすさを考議す

ると、学年制ではなく、単位制やそジューノレ制刊を基本とすることが妥当と考えられ

る。併せて、セメ(スター制刊の穣権的な活用も考えられる。

また、単位認定に当たっては、例えば、就業時に取得した各種資格に関する学修を

評価し、授業科目の履修とみなして、単位を付与することも考えられる。

なお、成績評価の表恭方l法i士、学生が修持した技能が具体的にわかる方法を採り入

れることが望まれる。

*1 大学働短期大学・高等専門学校・専門学校・職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校・気象大学校・!日制笑

業専門学校のカリキュラム例については、 p. 206~211 参照。

*2 ー授業科目の履修毎に単位を付与し、一定の学修のまとまり(数ヶ月相当の学修)俸に修了認定する仕組み。(修

業年限以上在学し、)全まとまりを修了すると卒業となる。

*3 1学年複数学期制の授業形態。通年制(ひとつの授業を 1年間を通して実施)における前期 e 後期の区分とは異な

り、ひとつの授業を学期(セメスター)ごとに完結させる制度。
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4. 職業喪践的立教曹に特化した枠組み

日暮等 、 骨 髄 髄 麗額調

修了した者の能力を対外的に徴表するものとして、イ可らかの称号等を称することが

できることとする必要がある。その際、我が国の高等教育制度の発達の経緯や現在の

枠組みに留意するとともに、諸外国の実情も参考にしながら、職業教育の学修の成果

を徴表するものとして何が瀦切であるのか、検討が進められることが望まれる。

また、学習者が、その希望やライブステージに応じて様々な進路を選択できるよう、

他の高等教育機関や中等教育機関の専攻科との接続(編入学、進学)が適切に確保さ

れるよう、検討することが必要である。

極ム盤轟翠鐙午盤轟鰻識調

教員資格は、実務卓越性を重視し、併せて、指導力を求める。教育経験等のない者

は、採用後一定期間の研修"1や指導力認定資格の取得均を必要とするなどの措置を講じ

ることが必要である。教員の採用に当たっては、公募制や任期制を活用しながら、最

新かっ先進的な知識 e 技能を有する人材を、海外も視野に入れ確保することも考えら

れる。

教職員の組織体制については、分野の~分ごとに教育上の基本となる組織を置き~
教育上適当な教員組織等を備えることや、教育の実擁に当たり、教員の適切な役割分

担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるようにす

ることが求められる九

また、就職。進路指導、学生支援のための組織体制や必要な事務組織を確保するこ

とが必要である。なお、事務職員については、企業の人事担当者であった者等職務経

験に長けた者を、公募により積極的に採用するなど、職員の質の確保に努めることが

期待される。

区五亘憂車連藍亙霊讃百頭
教育の質を担保するためにも、教育等の状況について自ら点検及び評価を行い、そ

の結果を公表することが求められる。

また、第三者評価については、産業界等の関与を十分に確保しつつ、新たな枠組み

に適した基準@方法等を構築することが望まれる九評価の観点l士、例えば、教育活

動を行う上での組織運営のシステム@体制の妥当性や、目的に応じた教育の成果(就

業状況等)等、職業実践的な教育に適したものとする。

臨五重二霞麗
職業実践的な教育に特化した高等教育段階の枠組みとして、ふさわしい名称を検討

することが必要で、ある。

設置者は、圏、地方公共団体及び学校法人とすることが適当である。

ホl 例えば、専修学校においては、関係団体が新任教員の研修に係る基準を策定し、全国的に当該基準に準拠した新任

教員研修を実施している。詳細については、 p. 2 1 1参照。

*2 例えば、イギリスにおいては、大学教員の教員能力証明を取得するための課程が整備されている。詳締については、

p. 212参照。

*3 大学(学部)ー専門学校の組織・運営体制の例については、 p. 212・213参照。

叫 大学等の認証評価については、 p. 1 58、専修学校の第三者評価の例については、 p. 204参照。
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0 上記のほか、具体的な制度の設計に当たゥては、現行の学校教育制度の枠組みや高

等教育についての考え方を踏まえながら、全国的なレ'ベノレでの教育の水準の維持@向

上を園るとともに、継続的・安定的に教育を実施するために必要記仕組みを整えるこ

とが不可欠である。これを踏まえ、所轄庁による設置認可や審査の体制 a手続き、改

善の勧告から蕗止命令まで配合む法令遵守の担保等の監督、教職員の資格要件や人員

規模、必要な施設 e 設備、校地面横の水準等を含む設置基準の在り方、教育機関の社

会的費務としての情報公開の在り方、上、述の第三者評価の確実な実施、新たな枠組み

を整備@普及するための方策の在り方、新たな枠組みの活用に対するニーズ、等、多様

な事項やこれにかかわる課題を検証する必要があると考えられる。

。今後、高等教育関係者や学習対象者、産業界、公共職業能力開発施設関係者を含む

各界の意向等を踏まえて、新たな枠組み全般の具体化について、詳細な検討が進めら

れることが適当である。

5.各言語毒事毒殺膏機関を議室じ?と事襲撃襲撃長轄の識さ撃のため的方競掴麓鍵離の在り方

一一一 一
。経済@社会情勢がめまぐるしく変化する中で、高等教育機関には、我が国の産業や

社会をしっかりと支えてーいく人材を育成することがこれまで以上に期待される。この

ような要請にこたえるため、大学・短期大学・高等専門学校@専門学校における職業

教育に関する鍵れた取組等を支援する仕組みなどを検討することが必要である。

0 また、高等教育における職業教育の質の保証・向上を国るため、既存の各種評髄シ

ステムとの関イ系を考慮しつつ、第5主義で述べるような、職業l之i必要な能力とその能力

を修得するために必要な学習内容を明確化し、該当教育プログラムを評鏑して学習成

果の質の担保を図るシステムを構築することが重要である。
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度憂謹謹宣露翠亙翠童福議唾豆霊宝翠](:P't)二i
②産業界商社金の聾舗への対応

臨亙詔鰻溝本土金的グローパル化や‘知識田技術の高度化、闘の瀧動化!こ対臨した人材

曹成等音推進する。

[呂指すべき方向性}

。グローパノレ化の進展の中で、国際競争が激化し、我が因企業においても、絶えざる革新によ

って、より付加価値の高い製品 e サービスを供給し続けていくことが必要になっている。企

業開の競争は人材確保の競争ともなっており、専門人材の育成への要請がますます大きくな

っているほか、海外からの高度人材受入れを{足進していくことも重要となっている。多くの

日本企業が生産 e 営業の拠点を梅外にも展開していく中では、諾外国との架け橋となり、現

地事業の中核を担う人材の育成も課題となる。

0 さらに、近年では、新しい分野・職業等が次々に生まれ、産業構造の転換が進む一方、就

業構造が変化し、雇用の流動化等も進展している。産業分野によっては、学校教育で器供す

る知識・技術と実際の職業現場で求められる知識 e 技術が短期間で業離するほどに技術革新

の速度が速くなっている。

。このような中、学校における職業教育においては、企業等における現在の二一ズによりス

ピーディに対応していくことが求められると同時に、個々の職業人においては、生渡にわた

る職業生活を見据えた上で、様々な変化に対応しつつ、自らのキャリア選択・キャリア形成

を主体的に行っていくためのスキルを身に付けていくことが重要となる。

。なお、グローパ/レ化の波はいまや高等教育市場にも及んでおり、各高等教育機関が世界規

模で優秀な学生の確保を競い合うようになっている。我が園高等教育において職業教育の中

核をなす専門学校については、日本の産業技術の強みを自らの強みとして、国際的にも魅力

ある教育を提供していけるかが、今後の発展を期する上での 1つの大きな鍵となる。

。以上を踏まえ、専修学校が、産業界等のニーズに的確に応える職業教育を背うとともに、

自立した職業人を養成していけるよう、また、国境を越えた高等教育機関関の競争の中でも

一定の地位を占めていけるよう、必要な支援等を行ってし吋。

{対応方策}

i )教高機関として(})主体的取組時中で、各分野における産諜罫等のニーズを趨明iこ底映

させつつ、教欝活動の改替を進めていく仕組みを整儲し、専静学校の罷牒競争力を維持

包強化する。

※ 各分野の産業界との連携の枠組みづくり、企業等との連携によるカリキュラム関発等の促進

※ 職業教育・資格枠組みの構築に向けた検討
など

ii )変化の激しい時代を主主幸雄くための轄のある知識島技縮や、生j患にわたる職議生活を

主体的に設計できる力を身に付けさせるよう、教育肉容・方法の政審・充5震を関る。

※ キャリア形成支援の取組充実に向けた研究、教職員のスキノレ向上のための研修等の推進

など

iii)アジア等と識が閣とのき寝付言語となる著者学生の受入れを保護する。

※ 専修学校における留学生受入れ枠(総，入学定員の 2分の lまで)の弾力化 。付属資料 2>) 

※ 就職支援 e 生活支援など総合的な留学生支援の推進 など
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①毒事修学校教曹の質向上に肉けた組織体制の盤繍と評価"構報公開へ的取締

理亙国教瞥時向上1:向けた概凶暁修制活動を活性化するよう、特蜘連携館教

員聞の情報交流のためめ組織体制を盤繍する。

[自指すべき方向性1

。専修学校教育の質を高めていく上での課題としてカリキュラムの改善や教員の資質向上等

に向けた研究@研修等の活動を組織的に進める体制をいかに確保・整備していくかの問題

が、重要となるQ

O もとより、大学等に比べ、個々の学校規模が小さい専修学校門については、教員組織の体

制において、総じて脆弱な菌があるとも言われてきた。また、少子化の進展等により、専修

学校の経営環境は厳しくなっており、飼々の専修学校において、教育条件の整備 e 充実を闘

っていくための余力が失われつつあるとも指摘されている。

。さらに、専修学校教員が置かれている状況の実態として、研究@研修を協力して進めるべ

き間護教員を、地域の中で得るこ左が難しい状況があるとも言われる。多機な分野にわたり

広範多鞍な教育が行われている専修学校の教育では、その賢の向上に向けた対応も、各分野

によって大きく異なることになる一方、それぞれの分野ごとの人材需要・養成ニーズは一定

の規模に限られ、同一分野の学校が同じ地域内に複数集積することが、一部の大都市闘を除

いて起こりにくいへこのため、各分野の教員は、それぞれ、各地方に分散しで孤立しやす

く、その結果として、各学校におけるカリキュラムの改善等も、個々の教員レベルの研究に

よって対応されるのみに止まりやすい等の指摘がある。

。産業構造の変化や技術の高度化等のスピードもより一層速くなる中にあって、社会が求め

る教育内容・方法の改善等を進めて行く上では、今後、以上のような組織体制による対応を

続けるのみで、十分な対応を園ることは難しいと考えられる。すなわち、これからの専修学

校教育の質向上に向けでは、個々の学校レベル・各地方レベルを超えた連携により、研究 a

研修等の活動の充実を図れるよう、 jよ域的な連携組織の組織化 e 活性化や、教育資源の共有

化のための体制整構を進めることが必要である。

{対f，e;方簸]

i ) 教荷造量警のための機数枚の連携による組機的な研詫・萌鯵(ファカルテイ勘ヂィペロップ

メント)や、企業等との連携による教員の鴛賀向上等に向けた組織体制l撃輔の取組を:支;菱自

誰避する。

※各分野における学校関コンソーシアムの組織化命活性化の推進 など

ii ) 教商プログラム、教材等の資j醸の共有化を{盟進するための環境を盤繍するの

※ 全国規模の情報交流の場の整備、各学校にお付る 1T環境の充実等に向けた取組の支援 u 推進

など

事1 専修学校については、高等学校、大学等に比べ小規模校が多く、学生生徒数200人以下の学校が全体の 7害1)(6弘l

%)を占める。《参考資料p59>)

申2 専修学校については、全国の学校(3，311校)の 23.4%(776校)が首都圏(東京都・埼玉県・千葉県ー神奈川県)に、

1 2.0 % (3抑校)が近畿圏に所在している。また、全国の専修学校学生生徒(63.8万人)のうち、 31.5 % (20.1万

人)は首都圏の学校に、 15.6%(骨9万人)が近畿圏の学校に在学している。《参考資料p60>>
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醒亙日より自由度の高い学校曜としての特性を踏まえつつ、専博学校のガJ

等iこ向iすた評{苗と構報公閣の敢組を保護する。

{自指すベ吉方向性]

。専修学校に‘ついては、制度の特性から、カリキュラム等の面での自由度が高く、産業界等の

ニーズに即応しつつ多様な教育を柔軟に展開する上で叩強みを持つpているが、その裏腹として、

全体的な質の担保の面では、他の学校種に比べ緩さがあり、教育水準等においても、各学校

ごとの差が大きいことが指摘される。ニのような専修学校が、社会全体の信頼を得ていく上

では、より自由度の高い学校としての特性も考癒しつつ、教育活動等の評価や情報公開など、

教育機関としてのjJパナンス円改善に向けた自主的な取紐を促進していくことが重要となる。

O 特に、私立学校に対しては、近年、そのガパナンス町の在り方に対する要詰が高まっている。

事前規制から事:後チェックへという社会全体の動舎を踏まえ、私立学校の設置についても基準

の緩和等が進んできているが、これに伴い、設置後の教育活動等の状況を適切に評価していく

ことが、より大きな意味を持つようにな唱ってきている。さらに、少子化の進膿等に伴し¥困難

な経営状況に直面する私立学校が増加し、私立学校全体が厳しい競争環境に晒されており、個々

の私立学校においては、様々な課題に主体的 a 機動的に対応していくための体制確保ととも

に、学習者の適切な選択に資する観点から、情報開示等への適切な対応が求められている Q

O このほか、税金の使い道に対する納税者の意識も高まっており、公費が投入される教育機

関に対しては、より大きな説明費{壬が求められるようになっている。

。こうした中、専修学校制度において'も、平成 18年の学校教育法改正により、自己評価の義務

化や関係者評価の努力義務化、教育活動等lζ関する情報の積極的提供の義務化が図られている。

また、ι 学技法人については、平成 16年に成立した私立学校法の一部改正法により、法人の公

益性を一層高め、自主的 s 自律的に管理運営する機能を充実させる観点からの制度改正が行わ

れており、その一環として、財務諸表等の利害関係者への開覧に関する義務も課されている。

O なお、各分野の職業教育における教育水準等の評価については、現在、政府において「キ

ヤリア段位制度Jの導入@普及(i日本版NVむ」の創設)に向けた検討も進められており、

これら制度と専修学校の教育システムとの連携を促進するなど、学校韓等を超えた分野忠IJ質

保証の枠組み等の活用を進めることも、今後の重要な政策課題となる。

。以上を踏まえ、より自由度の高い学校韓としての専館学授の特性も考醸しつつ、教育活動等

の評価の仕組みを整備するとともに、各学校における情報公開の取組を促進する必要がある。

特に、法律で義務付けられた自己評価等及び情報按供等への対応については、その取組の

実質化を促すとともに、第三者評価等のへ取組についても、専修学校が畠主的に進める活動

を支援.{足進していく。

{対j本方策}

i )法鶴よ(J)韓務とされた自己評価等へ対r.容については、「ガイドうインJを示し、その確5建設
実範と取締の充襲を図る。第三者評備についても、喜事i場学校が進める由主的奪取舗を{足す。

※ 各専修学校における自己評価等の取組の目安を示す fガイドラインJの作成・公表

※ 各専修学校やコンソーシアム組織等が自主的に進める第三者評価等の取組の支援令促進
す主主

ii )法律で議務付けられた犠糠的な構報提供害事への取組について、「ガイドラインj を悲し、

その職組の築震化悲1JEす。

※ 各専修学校における積極的な情報提供等の取総の目安を示す fガイドラインJの作成
(まずは.，高等課程を対象に早急に作成‘公表。《附属資料3))> など

場吋1 ガ万ン川ス刈と剖胤iば民玄丈;組織“石妄問体が白らを健全iにζ統問治二手丙F丙毛=と岱 我が関で1ばま、 パ河ブブ、刷J

しし，や、企業不祥事の問題への対応の中で、企業をどのように統治すべきかという観点からの「コーポレートガパナン

ス(企業統治)Jに対する注目が高まったほか、透明性、健全性、遵法性の確保、適切な情報開示と説明資{去の重視、

責任の明確化、内部統制の確立などを嬰素とする「ガパナンスj の在り方が、様々な組織の経営改善を図る上での視

点として、重視されるようになっている。
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|教育振興基本計画(閣議決定) [平成 25年 6月 14日] (抄)1

I 四つの基本的方向性に基づく方策

1 .社会を生き抜く力の養成

( 4 )生涯の各段階を通じて推進する取組

成果目標 4 (社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成等)

基本施策 13 キャリア教育の充実、職業教育の充実、社会へ

の接続支援、産学宮連携による中核的専門人材、高度職業人

の育成の充実・強化

1 3 - 3 各学校段階における職業教育の取組の推進

専門高校においては、長期の就業実習など体験的活動を通

じて、専門分野に必要な実践力を身に付ける職業教育の充実

を図る。また、技術者や社会人講師による実践的な指導や、

大学、産業界等との連携強化などを通じて、最先端の職業教

育を推進する。

大学・短期大学においては、国際水準や社会的動向を踏ま

えた分野別到達目標や第三者評価の導入・改善、大学問連携に

よる共同教育体制の構築や産学協働による教育改善の推進な

どを通じた、分野毎の高度な専門教育を実現する。

高等専門学校においては 知識・技能の高度化等に対応し

た学科の在り方の見直しを行う。

専修学校においては、学校評価・情報公開の仕組みの構築

や教職員の資質向上などの質保証・向上のための取組を行う。

さらに、高等教育における職業実践的な教育に特化した新

たな枠組みづくりに向けて、先導的試行などの取組を段階的に

進める。
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『 P事 ) J院翻す轟

く関的〉
専門課程のうち、企業その他関保機関との連携の下、当該課程の罫的に応じ

た分野における実務上の知識、技術及び技能を教捜し、職業に必要な実践的か
っ専門的な能力を育成することを間的とするものを「職業実践専門課程(仮
称)Jとして文部科学大臣が認定することにより、専門課程における実践的な
職業教育の水準の維持向上を闘り、?もって生護学習の振興に資すること。

ヨ面目
学校教溝記長

第124条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若し〈は三塁醸生活t;必要な能t;Jを育

成k>......XJ立教委撃の向ょを図る三とをと間的として次の各号lこ該当する組織的な教育を行うもの
(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が閣に居住する外国人を専

ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

第四5条第3項 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しく

は中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があ

ると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものと

す '<::v0 

毒事鯵学校設置基準

第1条第3項 専修学校i土、この省令で定める設置基準より抵下した状態にならないようにす

ることはもとより、広く社会の要請に応じ 専修学校の目的を達成するため多様な分野にわ

たり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、意民主そのγ教育水欝り維持向

上i三努め、なければ
ならない。

《参考》学校教商法より披粋

国笠位控笠J
高等学校は、関学技芯制空道教育り基礎りよiら心身り発撞及I!;進路k;広1二-:-C高度tj，普通教育及Tf専

明教育家路主主を毘的とする。

I ~!l量百
大学は、学術の中心として、広く知識を按けるとともに、纏三専門り学菜食教授礎資し予知的、道態

的及I!g，;恩前鵡主主展開させ益ζと定患的とする。

[]塑笠長口
大学院はち…学締役理論2忌Jlr4~屈を教授碕窺"そり探県安jさま三時、い Zt立高度り専門1全容求められる職

業主主旦乏なめり納治噴翠Q卓越L左犠nJと培\どいまf回選膿事長~'t..çソことを目的とする。
2 大学院のうち、業締り理論及Il.広用宣教授研窓 .k~. 高度1])喜111門燥が豆長められ長職業を拐うためり漂い
斐識思rE県藤.kl乙能力安婚主ζiとを毘的とするものは、専門職，大学院とする。

E数学 (10S~) I 
大学i土、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、探~.専門投警議を教授暁窓ふ職業xは実際生

最住民裏金能力主烹成空去よと食主j生、層的とすることができる日

昆空空白整虫担J
高等専門学校は、縄三専門り学哀を教授仏職業g~必要な熊11:をと育成するζと.t民的とする。
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0専修学校の修業年別生徒数・割合

1年以上 2年未満:61.493人(9.5%)、2年以上 3年未満:311.677人(47.9%)、

3年以上 4年未満:227.352人(35.0%)、4年以よ:49.979人(7.7%) 

修業年別生徒数の推移
9∞1.000 1-

s∞.∞o ，_ 
7∞，∞o ~ 
6∞，∞o 
s∞，α氾

4∞，αJO ， 
3∞，αm 
2α>，α国日

1∞，∞o 
oト

「一一一一 一一 一
i園 田tt 786，ω1 ! 792，白4 7お，783

三与二百京王五扇~14S 一丁目 玩記 ， 8五五5 78，671 

一一一一-;___2隼以上3年未満 明'，770 I 442，115 1 429，844 4∞'，628 

五;函寸 五正面ti漏 れ 五両'
了五瓦 !玉石丁石五「i瓦Z 1

【文部科学省の学校基本鶴査より作成】

-昭和58年から平成23年までの生徒数の増減

1年以上2年未満:129，159→ 61，493(.6.52.4%) 2年以上3年未満:255，507→ 311，677(22.0%) 

3年以上4年未満:121，050→ 227，352(87.8%) 4 年 以 よ :6，464 → 49，979(673.2%) 

0専修学校の修業年別学科数・割合

1年以上 2年未満:1，477学科(16.3%)、2年以上3年未満:4，674学科(51.7%)、

3年以上 4年未満:2，327学科(25.7%)、4年以上:570学科(6.3%)

12，0∞ 
10，0∞ 
8，000 i 

6，αJO ' 

4，αJO ト

2，αJO l 

修業年別学科教の推移

1.499 

4，865 叩∞ I4，674 

2.371 --I 2，329 :- 2.盃デ
~寸-1函一十三F

【文部科学省の学校基本調査より作成】

-平成16年から平成23年までの学科数の増減

1年以上 2年未満:1，635→ 1，477(.6.9.7%) 2年以上 3年未満:5，380→ 4，674(.6.13.1%) 

3年以上 4年未満:2，265→ 2，327(2.8%) 4 年 以 上:352 → 570( 61.9%) 
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専修学校の修業年限別生徒数及び学科数(平成24年羽田現在)

修業年限 生徒数 学科 d数

1年 以上 2年未満 61，493人 (9.5%) 1，477学科 (16.3%)

2年 以上3年未満 311，677人 (47.9%) 4，674学科 (51.7%)

3年 以上:4年未満 227，352人 (35%) 2，327学科 (25.7%)
ママ . 

4 年 以上 49，979人 (7.7%) 570学科 (6.3%) 
※表における数値は専門課程、高等課程、一般課程を含む 出典:平成24年度学校基本調査(平成24年5月1日現在)

専修学校における修業年限別学科数の割合の推移
・1年以上2年未満 ・2年以上3年未満 3年以上4年未満 ・4年以上

平成24年 E霊童三;ー : t 25.7% 

平成10年 EE霊: ，24.4% 0.0% 

平成元年 E堕雪空翠.. 二 l1li 20.1% 問|

※表における数値は専門課程、高等課程、一般課程を含む

専修学校における修業年限別生徒数の割合の推移

.1年以上2年未満 ・2年以上3年未満 3年以上4年未満 ・4年以上

平成24年 ltCJJJjkγ 1 35.0% 

平成10年 匿E11J 圃28.5% 

※表における数値は専門課程、高等課程、一般課程を含む
出典:学校基本調査
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数時

詞
勝

一
時
一
澗

一業
一
考

豆
糊

一

ω一
併

1年加 重平 均
学年専門課程 (1年当たり時数)I (1年当たり時数の計/総学科数〉

1年 1086.7 693329.1 
2年

...............・・・・・・・・・・・・................
2672137.1 

、
1020.7 

1003.5 ........................................... 
a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E・・・・・・・・・・・・・・・・

3年 937.0 1072810.7 .......................................... .............・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4年 935.3 300236.9 、司

0学科別年間総開設授業時数

..-ーーー-，司.

分野 平均
101測量 1332.0 
102土木・建築 1184.4 
103電気・電子 1076.0 
104無線・通信 1102.6 
105自動車整備 1110.1 
106機械 1119.6 
107電子計算機 981.8 
108情報処理 1062.5 
190その他 1081.9 

司園':<'f~恒例~-，司.

分野 平均
201農業 1301.9 
202園芸 1065.8 
290その他 1309.0 

...司.

分野 平均
301看護 953.3 
303歯科衛生 1058.0 
304歯科技工 1205.4 
305臨床検査 1106.5 
306診療放射線 1000.3 
307はり・きゅう・あんま 868.6 
308柔道整復 842.0 
309理学・作業療法 1010.0 I 
390その他 1075.0 

(N=4722(学科数))

【平成23年度専修学校の質保iiE・向上に資する取組の実態に関する調査研究事業報告書】

、〉

:/.，" 

分野 平均
401栄養 1044.1 
402調理 982.4 
403理容 1049.1 
404美容 1058.3 
405製菓・製パン 1084.6 
490その他 1029.2 

← ...・・ ，-_..._ 
分野 平均
501保育士養成 1075.2 I 
502教員養成 1039.3 
503介護福祉 1004.1 I 
504社会福祉 1012.8 I 
1590その他 日091.6

-・'一・.-.司・，司・.，.

分野 平均
601商業 1114.0 I 
602経理・簿記 1083.0 I 
604秘書 1093.3 
605経営 1109.6 
606旅行 1015.3 
607情報 1089.5 
608ビジネス 1078.9 
690その他 1025.7 
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ー ..r司_'1- ...-・・' ・-.司.

分野 平均
701家政 1113.1 
702家庭 1026.6 
703和洋裁 1027.5 
704料理 890.0 
705編物・手芸 896.7 

噌-・F 司...-.・..

分野 平均
801音楽 1072.9 
802美術 1074.1 
803デザイン 1046.7 
805外国語 981.1 
806演劇・映画 1068.0 
807写真 1103.1 
808通訳・ガイド 987.3 
809受験・補習 865.2 
810動物 1010.8 
811法律行政 1147.3 
812スポーツ 1000.3 
890その他 1003.2 

【平成20年度専修学校の実態把握に係る調査】



区整賢明
盤艶一監査譲盤幼虫色笠ム)繍腕、どのように行っていますか

カリキュラム護員金書事でよ各学科聞の調整をし牟がら繍成している学械が約開始であるρ

記号| 選択肢 |学校数
一 一 一ア |学内にカリキユラム饗員会等を設盤しぶ盗事詩閣の競撃を行い編成している I 749 
イ 各学科の担任教員カ咽々に作成した較欝差響務縄で集約し調整の上、編成している I 588 
一一一一一+一一一 一同市一向吋吋{チ←ザ町一 一一 一一一一一

ウ |その他 J ηhι  I 236 

臨し盤麓鐘盤強立豊島宣車漣護

設i謹金墨躍しは定期的にf王

立五位叢主企

(カリキュラム)錦繍成は、どのよう

1:行っていますか

「定期的iニ見置しを行っている (188

枝川(499も)、「定期的では悲しもが、必要

があれば箆E草している(767枝川崎特)J

と闘替があった。

盤強一躍璽轟盤遇政認畠盟鐘盛閣支鑓盛鑑み盤

代事量的なものとして決のようえよ記述があった。

カリキュラムの編成iま専門学校にとって最重量饗項目。

ロ学内iこ力1)ヰュラム黍覧会等を設

置し、!学科品開鍛j示、編成
している

騒各学~4のma糊が{酢 I~作成
した計磁を事務局で集約し調整の

ム編成している

隠そのi臨

@ 農業界のニーズiこ対応していく必要性と生織の興味や関心に誌、えていく肉容をカリキュラム鱗成上輩、

闘していきたい。

教胃酸革霊競合を常置し、常jこキャリア教曹を中I()とした教宵抜高主を襲臨している。

教員金識の定例金講義び科題担識者金識を殻置いこの中で検討費喜翼線。

場 専門学校iま職事長教官軍機関として就職先z重量界の変化!こ対tfj.することがき損害警の加く求められてお札毎

年、書業界の動向を観査したよで、カリキュうムの故蕃をすることが盛襲。

@ 関連企諜との構報交換に基づ春、悪習の犠討を加えている俗

より業界を著書嘗込んだカリキユラム縄感奮してい脅すこい&

構雄司監事襲分野(J)ニー来、は刻々 と麗化するG それに轟軟に対M;しうる編成がで審ることが専門学校の特

徴であり、麓務で品怒る。新たに導入される麗繍的ケアや襲務者珊樺に関する検討、瞬静を麟決体3義的

!こ襲行中。

・3史学、臨陳欝習3もの講師や、学科からの1脅轍を帯醸し、より襲践的主主カリキュラムとなるよう工夫。
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1701 学科に関連する企業、団体等との連接への取組み状況はいかがですか

という回答が最も多〈、いずれも全体の 35%に遣す

る。両者を合わせると全体の 7割になる。

記号 選択肢 学校数

ア 積極的に連携している 558 

イ ある程度連携している 552 

ウ 連機lま検討しているが現在
115 

はしていない

エ 連接していない 340 

オ その他 13 

合計 1578 

(1701でア、イを選択した場合にのみ回答)

1702 企業、団体等と連接している項目を選ん

室三主主位

『学生・生徒の就職先の確保(835校)Jという回答

が最も多く、次いで「学生生徒の実習の場の確保

(808校)Jfインターンシップの場の提供(625校)Jと

いう回答が多かった。

【平成 23年度文部科学省委託専修学校の質保liE・向ょに資する

取組の実態に関する調査研究事業報告書】

1703 産学連援に関する自由記入欄

代表的なものとして、次のような記述があった。

学科に関連する企業、団体等との連携への

取組み状況はいかがですか

1% 

ロ積径約に連係Jでいる

-ある程度連携している

国連携は倹討しているが現在1:しで
いおい

・連携していない

-その他

i 企 業 向 連 携 し 叩 叫司

::;部君!?iiJlI 

lii 
i学生・生徒の綿先の確保 』由ー由E 占..1..曲目:zI. 1 副盟 関i

・ 産学官連携の教育プログラム開発と実践を通じて学生のマネジメントカを高めることができるので積極的

に取り組みたい。

指定養成施設として現場のニーズを的確に捉えながら実習等を実施。

企業側のニーズを常に情報収集し、学生に公開。

実習授業の中で、日常的に専門と関連する企業や団体へ出向いたり、来ていただくことを通じて学校とし

ても見学、体験をさせていただきたい。

・ 産学連携は学校側の要望だけで成立するものではなく、企業側の理解と協力が得られて初めて成立する

もの。企業側のメリットと学校側が提供できるものは何かを考えて実施することが必要。

実習先、インターンシップ先が就職先としで捉え体験実習を実施。

NPO法人大学コンソーシアムの会員校として企業、公共機関、大学と連携し、各種事業に取り組むととも

に、社会人等を対象とした講座を開催。

【平成 23年度文節科学省委託専修学校の質保経・向ょに資する取組の実態に関する調査研究事業報告書】
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隔了瓦議語極!
I盟L 学生生盤l週~.. c.盤轟盟主遺墨盟盤童臨鉱盤組立豊盟盟謹準備す富語審議うちかじめ明君主主蚤主主主任ふ

整鑑盟盛墨i三盤盈麗鍾墨{j.杢盤控翼躍にあたって、学生生事長に対してその基準を護るらかじめ明器h讃麓

基準にしたが霊宝笠立主控室支1J'

『行っているけ，461絞りとの閤替が金体の 91%であった。その触(22校)の自由記述でiJ:，入学時に説明、Jl.1立準舗

中と的関蓄があった。

1002一議露L主位盈整数盟盆軽量護金室長監査位

自室寵している学科!土、「擁 3分野(臨機分野)(579較)Jが最も欝く、濃いで「欝 8分野{文化問教重量分野)(277 

校)J、「第 6分野(醗議提務分野){253枝)Jが霊長い。

1003 戚車鰹鍾轟準設盟霊i講ずる鴎由記入繍

{{;署員的拡もめとして、決のような記述があった。

オリエンテーション時iこ科閤ごとにシうパス的確錦、成績評髄方法的説明を襲職。

教育饗網、シラパス1ニ明記し、年度単組より活用。学生便覧において認定等Q)轟準を明確1こしている。

学員111こ明記し、企ての学留単越が間一野舗と立るよう喪習も禽めて ABOD(O不可)を示す。 01ま再試験問

事毒薬習を襲擁。

学業成轍評価!立、定期試験の際iこ平奇襲の学習状i涯を帯醸して学非難!こ総合評価。各科島の学年来月定輔

静髄l立、 59点以下費不可、 60点以上を成績!こ臨じて費、髄、農、可とする。学年において各科障の出賄

事が80%に満た主主い場合i;J::評錨を認斑し怠い。

• n覧鏑評{蕗i立学力評舗とそそヂベーション評価を開時lこ行う。さらに、期束ごとの改蕃・戚長選星合いも重量課。

成鱗静錨基準に逮し立い生横!まレポート損出、補{騒を襲雄。

{平成 23年度文部科学骨量豊島託専修学校の質保証町向上に資する取組の爽鯵に関する調査筆研党率議報告書書}
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|(5)演習・実習等|

専門学校の各分野別の講義、実習、企業肉実習の割合

O講義・実技・実習割合

専門学校のカリキュラムに占める実験・実習・実技の8分野全体の割合の平均は、 35.3%、演習と併せ

ると49.4%となっている。

(8分野別〉

合計

100:工業

200:農業

300:医療

400:衛生

500:教育・社会福祉

600:商業実務

700:服飾・.政

800:文化・教養

〈工業〉

0% 

E 
101:測量:

102:土木・建築

103:電気・電子

104:無線・通信

105:自動車登倫

106:機械

107:電子計算後

108:情報処理

190:その他

0部

仁

10司 20首 30弘 40百 50桔 6心情 70唱 80司 90首 1∞首

_ 1 

14.1 
- 1-.... 

【平成23年度専修学校を設置する法人等の組織に関する調査、学科・教員に関する調査】

10% 20首 30弛 40弛 50% 60% 70% 80首 90協 100拡
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〈農業〉

郎 10弘 20首 30百 4師 50拡 60覧 70首 80覧 90首 100拡

201 :農業

202:園芸

290:その他

〈医療〉

301 :看護

302:准看護

303:歯科衛生

304:歯科技工

305:臨床検査

306:診療放射線

307:はり・きゅう・あんま

308:柔道整復

309:理学・作業療法

390:その他

日講義

口演習

図実験・実習実技

0目 10% 2倒 3倒 40目 5倒 60% 70話 80拡 90% 100目
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〈衛生〉

401:栄養

402:調理

403:理容

4ω.美容

405:製菓・製パン

490:その他

的 10首 20首 30首 40略 50首 60首 70首 80首 90首 100首

1・講裳
|口漬習

図実験・実習実掠

〈教育・社会福祉〉

0% 10目 20弘 30% 40¥ 50目 60¥ 70% 80首 90首 100目

501・保育士養成

502:教員養成

503:介護福祉

504:社会福祉

590:その他

50 
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〈商業実務〉

開 10首 20覧 30弘 4倒 50首 60弘 70協 80首 90% 10開

601:商業

602:経理・簿記

604:都書

605:経営

606:旅行

607:情報

608:ビジネス

690:その他

〈服飾・家政〉

的 10弘 20% 301弘 40弘 50% 60覧 70% 80% 90首 100首

701:家政

703:和洋裁

704:料理

705:編物・手芸

706:ファッシヨンピジネス 揖轟

790:その他 I11.4 43.5 
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〈文化・教養〉

開 1側 2倒 3倒 4倒 5倒 60% 70目 8開 9倒 10倒

801:音楽

802:美術

803:デザイン

804:茶華道

805:外国語 l比重f.J.:.____一一一一 t旦一一一一ー一一一」 10.1 盤整問E講義

806:演劇・映画 i :麟 ~] 13.5 際感ぶ蕊総選、、総ぶぶぶぶ繍口演習

ト
1回実験・実習実技

.~~ .、、、、、、、、、、、『"也、、、、、弘、、、、L、、』、、也、、、、、L、、、、丸、1&、、、、、、、、、1 、、、弘、、、hk、、晶、昼、、、、、、、、、』、、、昼、L、』

807:写真

I 808:通訳・ガイド

809:受験・補修

810:動物

811:法律行政

812:スポーツ

890:その他
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|(6)教員の資質向上|

⑥教員の資質向上

0601 専任(常勤)教員に必要な能力として採用時

に明確にしている要件を選んでください(複数選択可)

「学生・生徒に対する指導力 (1，092校)Jが最も多

く、「高度な職業資格 (774校)J r企業や業界団体等で

の優れた業務実績・専門性 (766校)Jr最終学歴 (633

校)J、「専修学校での教育指導経験 (632校)Jと続く。

一方、「学術研究の業績 (242校)Jは最も少なかった。

その他の自由記述には、臨床経験年数などの現場経験

年数などが挙げられている。

0602 専任(常勤)教員の資質・能力向上のための取

組で実施しているものを選んでください(複数

選翠豆上

「外部研修の受講奨励(1，033校)J、「現任教員研修

の実施 (989校)J、「新任教員研修の実施 (945校)J

と、研修を実施している学校が多い。「研究・研修のた

めの長期休暇制度 (80校)Jが非常に少ないが、「研究・

研修のための経費補助制度 (631校)Jを学校として設

け、教員の資質向上を行っている。

i 専任(常勤)教員に必要な能力として採用 ! 
; 時に明確にしている要件を選んでください i 

i 専修学怖の教育指鵬駿 二ムー一 一一m i I I 

専問一糊; ~ト パ l 
l企幹業界団体等での樹11ポ務期・“一叩ー皿、.9_T~，.，..-..~公 盟m I I 

1 高齢融資絡 且 .，!?~，""'..Æ...:......:..rl':"":'::":_~'~4 774 1 1 

! 学術研究の糊 同 2421i il l 
i 最終学歴 -:<r.~.-，.:".，.'、ー」斗 制 I ! 

i ωラ知ンスキ)~ 問中叫 i i 
i 学生・生徒に対する指噂カ z r ，.:...... ".'1.， _..< • ，~....:...:....o....:..._ .._._ι J 1091 I 

1 の他 出 国 il : i l 

専任(常勤)教員の資質・能力向上のための

取組で実施しているものを選んでください

o 200 

…一E
ll-一同

新任事費員研修の実施

現任教員研蜘実施 |

研究踏会、蜘会の鵬 !

報員組互の公開授業の実施・評価 |

学生笠徒による授業評価

外部研修の受誠奨励

研究・研修めた蜘長期休暇眠 |

研究・研修のた虻)If)縫.福助申'JIli:

その他

0603 兼任(非常勤)教員に必要な能力として採用時に明確にしている要件を選んでください(複数選

箆豆L
「学生・生徒に対する指導力 (892校)が最も多く、専任(常勤)教員に必要な能力と同様な傾向を

示しているが、「専修学校以外での教育指導経験 (676校)J、「企業や業界団体等での優れた業務実績・

専門性 (870校)J、「高度な職業資格 (854校)J、「学術研究の業績 (347校)Jが専任(常勤)教員より

も多く、兼任(非常勤)教員には、専門性の高さが求められている。

0604 兼任(非常勤)教員の資質・能力向上のための取組で実施しているものを選んでください(複数

選翠豆L
「学生生徒による授業評価 (717校)Jが、 2番目に回答が多かった「教員相互の公開授業の実施・評

価 (271校)Jの2.6倍以上と多い。一方、「研究・研修のための長期休暇制度j が非常に少ない。

その他の自由記述では、「講師打ち合わせ会等での連絡・意見交換の実施j や、「会議等において教育

目標・指導手法を共有」するなどの意見があった。
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鎚盟主一盤盈位翠盤血よi三盟主i急車且麗み重量
専門学校は、教員育成制度が未熟で実務経験を踏まえ教員となるため、生捷指導 e生活指導など

異本的な教育指導向けの研修の充実が必要。

。 教員数に余裕がなく研{疹等A の審加がしにくい。

専任(常勤)は総合的な学校運営と学生指導(ヒューγンスキノレを舎をβ、兼世(非常勤〉は高度な実務能

力と専門的な最新の知識@技術，技能の教授に期待し投割分担を困っている。専佳 e兼佳いずれの

教職員にもヒュ}マンスキルの向上に期待。

全科目において捜業評舗を実摘。当初、教員からの度発もあったが、学生から多くのことが学べる

教員も増え、評価が{酷かった科目 a 教員に対する評，髄が高くなった例もある。

S4 



0専任教員・兼任教員の状況

1(1 )教員及び専任・兼任の別

①教員数

n=2597(学校数) 2，597 校

総教員数 80，714 人

専門・兼任教員

2、597校における教員(80，714人)のうち、専任教員は33，940人(42%)、兼任教員は46，774 

人(58%)となっている。分野別にみると、専任教員の割合が高いのは、農業(70%)、工業(61%)、服

飾・家政(58%)であり、割合が低いのは、医療分野(34%)、教育・社会福祉(36%)となっている。

兼任教員のうち、教員以外の職

を有するものは34%

1 専門課程

0目 10目 20目 30目 40目 50% 60目 70% 80% 90目 100目

[五主主1語! 専任・兼任の割合

【平成 20年度専修学校の実態把握に係る調査】
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0分野別専任・兼任の状況

①工業

②農業

③医療

④衛生

⑤教育・社会福祉

@商業実務

。服飾・家政

@文化・教養 l - ....圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

。首 10目 20首 30% 40目 50% 60% 70弘 80目 90% 100首

iB専住・兼面
専任・兼任の割合

【平成20年度専修学校の実態把握に係る調釜】

O分野別専任・兼任の別のうち、他の学校と兼任する者、・教員以外の職を有する者の割合

兼任で教員以外の職を有する者の割合が最も高いのは、医療(44%)、文化・教養(35%)、教育・社会

福祉(26%)、服飾・家政(26%)となっている。

①工業

②農業

③医療

④衛生

⑤教育・社会福祉

⑥商業実務

⑦服飾・家政

⑧文化・教養

佳

佳

盲

帯

兼
-
n
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

専任・兼任の内訳

ロうち教員として他の学校と兼務する者ロうち教員以外の臓を有する者 t 

ロうち教員以外の職を有するもの

【平成20年度専修学校の実態把握に係る翻査】
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0教員の学歴

学歴構成全体を見ると、大学が最も多く(41.3%)、次いで、専門学校(26.3%)、大学院修士(10.

5%)となっている。分野別にみると、専門学校卒の割合が最も高いのは、服飾・家政(48.3%)となってい

る。

専門課程の最終学歴別の教員の割合を見ると、専任教員では、専門学校が40.0%で最も多く、次いで

大学学部36.1%、大学院(修士)8.1%などとなっている。 兼任教員では、大学学部が44.1%で最も

多く、次いで専修学校19.1%、太学院(博士)13.2%などとなっている。

100目

一

品
伐

一

品
千

一

品

奴

聞

け

一

母
T

吉
守

一

関

川

+

〈

睡

皐

守

一

吉

守

結

晶

官

同

一

円

M

園
園

田

日大学

4

4

4

ム

助
E
F

信
侍

陪

腕

助

協

幽

ナ

織

す

+

〈

・

申

入

門
U

門
U

給川同

一

群

一

-鴎守

一

伸

郎

助

陥

一

副

Z
a

爪
W

一

・Tハ
る

ι

一

・・

門U
↑

1 i 

80目60目40目20目。目

全体(N=4445)

100:工業(N=717)

300:医察側=1003)

600:商業実務(N=691)

700:服飾・家政(N=239)

800:文化・教養(N=883)

200:農業(N=74)

400:衛生(N=482)

:500:教育・社会福祉(N=356)

【平成23年度専修学校を設置する法人等の組織に関する調査、学科・教員に関する調査】

57 



最終学歴(専任)

。弘 20H 紛首 60¥ 80¥ 1∞ー

…ヒiわーぶー童曹長ト手F噛LH圃 轟 ~ hd j 
刷業(昨717) -11二三、丸紅 削 f7.2l -U ，---~ I 

I専門学後(専任)

川業(附4)t国 側 筒1 f'" 1 10.3 1 I・同佳) 11 

3ω 医療(除10ω) t~_~一 切止血子 一 二一 26.7 . _ _j__!!__LJj 日高等専門学校(専径)I 

400:衛生(桝叫 ん、 ブ曽野ρ .-，'， : ， .~'< _. 21.8 ，1 11 8.o 
日大学(専任) i I 

1口大学院修士(専任)

1500教育・社会福祉(N=356)| 側 、六組込臨週 初7 204 rr-1I I 
;ロ大学院博士(専任)

600:商業実務(N羽 1)I 調圃陸:謀議語圏圃回 53.6 I 1.1 I !・大学院専門1騨位 |
! (専任)

7∞・服飾・家政(N=239)I L ，，，'. 婚骨子'y.4z J  二，;'''1>.: ~_;;w;zt 22.4 111 1:ロその他(専任) 1; 1 

s∞.文化・教養(N=8ω)

最終学歴(兼任)

。目 20首 40% 60覧 80覧 100首

全体(附5) ム ‘ 令 1--i~，3';:] 

馳工業 札一J帯旦主F喝r 山 141 ピ~，' 1， -J 
。 園専門学~(来佳)

i i i 
2ω 農業(除74)[縦、制 42.4 I 8.1 t'.j ω ~ I ・短大(純)

制:鴎(N=1003)! .: 組曲t/;;.~;U 39.7 1 12.5 ト ョ 22J'; 11 I目前専門学校(純)

1口文学(兼任) '1 

4ω:衛生(桝82)1 ....:~:_.';X"!~ 43A ! 

口大学館修士(兼任)

ぬ0:教育・社会福祉(附56)l _，_ 46.4 
l日大学院博士(兼任)

¥L 

8∞.商業実葱(Nヰ91)1..:_;，~;Jf._ 53.8 ・大学院専門穂学位
， (兼佳)

一 一時、叫ー 削!!旧|同時{粧
dー止.」l 一ι一岨 ーーーーー 1 J1 ， ー:‘¥ L一一一一一一一一一一ーー

8∞.文化・教養(N喝83)
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。襲務経験年数

専門課韓の教員(J)輿務経験年数完IJO)割合を見ると、毒事住教員でi立、 10違李鵬ょが44.2%で最も多く、

決いで5年以上10年来縄時25.2%となっている。謙催者党最では、 10年以上が56.6%で最も多く、設い

で5年以よ10年来満の17.99-色となっている。分野別にみると、撰務経験年数が10年以ょの教員翻合が

最も高いのは、鰻飾贋家政(56.1%)と立っている。

襲務経験年数耳目割合(専任)

経験 1年 1-..2年 2.....3年 3-4年 4-5年 5......10 Ml 
詳し 長長講 未満 5転溝 5転溝 未満 年来j蕗 以上

全体 人 1901 619 1145 1347 1545 1612 6837 

(N=4445) % 7.1 2.5 4.2 5.0 5.7 6.0 25.3 44.2 

100:工業 人 286 51 153 149 159 171 813 1831 

(N=717) % 7.9 1.4 4.2 4.1 4.4 4.9 22.5 50.6 

200:農業 人 101 56 70 61 38 28 65 259 

(N=74) % 14.9 8.3 10.3 9.0 5.6 4.1 9.6 38.2 

300:寵撤 人 315 267 393 392 376 ヰ43 2559 3963 

(N=1003) % 3.6 3.1 4.5 4胴5 4.3 5.1 29鞠ヰ 45.5 

400:緯i生 人 211 69 111 197 428 265 968 1595 

(N=482) % 6.9 1.8 2.8 5.0 11.0 6.8 24.8 40.9 

500:教曹，社合搭祉 人 138 42 82 86 95 88 527 958 

(N=356) % 6.8 2.1 4.1 4.3 札7 4.4 26.1 41.5 

600:稽i業襲務 人 414 69 125 116 166 171 109 1042 I 
(N=691 ) % 14.4 2.4 4.3 6.1 5.8 6.2 24‘お 36.2 

100:服飾@欝理主 人 33 8 24 44 42 27 119 379 

は笠239) % 4‘9 1.2 3.6 6.5 6.2 4，0 17，6 56.1 

800:文化 a教護 人 349 117 181 242 241 407 1077 1915 

(N=883) ちも 7.7 2.6 4.1 5.3 5.3 9.0 23.7 42.2. 

※Nは、学科数である。
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5襲務経験年数罪Ij割合(課程)

経験 1年 1'""'2年 2吋 3年 3.....4年 4-5年 5-10 10年

なし ヨ転満 未満 来満 未満 未満 年来満 以上

金体 人 2247 1451 1854 2256 2303 2566 8886 28145 

(N=4445) % 4.5 2.9 3.7 4.5 4.6 5.2 17.9 56.6 .一
100:工業 人 105 45 115 96 141 186 821 2122 

(N=1-17) % 2.9 1.2 3.2 2.6 3帳9 5.1 22.6 58.4 

200:盤講義 人 ? 16 10 11 11 8 40 258 

(N立74) % 1.9 4.4 立怠 3岨。 3.0 2.2 11:1 71.5 

300:醸霧 入 93宮 906 974 1115 1211 1041 3758 14121 

(N=1003) % 3.8 3.7 3.9 4.5 4.9 4.2 '15.2 59.7 

400:衛生 人 580 82 185 251 233 301 1029 262" 

(N=482) % 1'1.0 1.6 3.5 4.8 4.4 5.7 19.5 49.6 

500:教青島社設橋祉 人 223 138 205 24告 266 232 991 2537 

(N=356) % 4.6 2.9 4.2 5.1 5.5 4.8 20.5 52.ヰ

600:罷業襲務 人 233 67 92 137 132 206 646 1826 i 

(N=691) 私 7.0 2.0 2.8 4.1 ヰ掴O 6.2 19.3 54.7 

700:臓鮪場探理主 人 11 14 30 39 20 131 468 

(N=239) % 1.5 1.9 4.1 5.4 立.7 18.0 64.3 
一

800:文化穆教義 人 145 186 259 367 270 512 1470 3592 

(N=883) 協 2.1 2.1 3.8 5.3 3.9 8.3 21.4 52四4

一※NI念、学科数である。

[平成 23造手渡専修学校を殺重量する法人寄撃の組織!こ闘する誠畳、学科・数段に関する調査}
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lli一豊百露骨33議及び学校襲易機議語福否議l
Cむ自己評髄

0101 畠時樋鐸轟工食轟していますか

「襲施し、かつ、公識しているjと盟饗した学校i立金体の 17弘..rs建擁していえ主い』と閤犠した学校

時全体の 34略。

記号 盟択醸 学技議長 比率 題記静舗を饗麓・公饗してい寧すか

ア 実施し、かつ、公表している 282 n.1% 

イ 察施しているが、公緩していない 744 45.1% 

ウ 実施していない 554 33.6% 

エ その他 10 4.2% 

合計 1650 
-
上記のうち、高等諜翠設寵校!こ醸った臨響分布を見ると、

i・5建施し、かつ、公聾しているJ普割合It全体的比率と関耀

鹿だったが、 F襲魅していなしリ割合は40%を趨えていた"

記号 選択肢
金体

学校数 比率
ア 襲施し、かつ、公着筆している 282 17.1% 

イ 興擁しているが、強襲していない 744 45.1% 
ウ 襲臨してい本い 554 33.6% 
エ その他 70 4.2% 

一合計
一
皇室塁L一豊盤麗盤輩謹盤藍轟轟f金量看護してい草T

高等欝騒音盤罷犠
学績撒 比率

46 17.6% 

84 32.9% 
111 43掴5%
14 5.5% 

か 学韓関議者静舗を繋臆倒金議していますか

「興施していなし¥(1，328校)Jが 80%を越えている。

「襲施しているが、公議していない(162校)Jが 10%

になっているの

襲職し、かつ、強襲している(90校)JIま6%であった。

その他と囲番した学棋の自由記述!こi立、欝患者群

舗を行っているとの囲替も毘られた。

甑善寺 選択膿 学綾費量

ア 援擁し、かつ、公表している 90 

イ 実施しているが、公議していなし百 Hi2 

ウ -実施していない 1328 

比率

5.6% 

10.0覧

82.2% 

ヱ その他

オd::j 合計

2% 

{平成23年度文部科学省委託専修学校の鴛僚経厳肉ょに資する取締の擦態に関する翻資研究者第諜報告審]

上書記ぬうち、高等諜穣設置校に醸った国籍分布者見るとJ襲職していないJが 80%となっていることも曾め、全

体縄問と大吉く変わっているとはいええよい。
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記号 選択肢
全体

学校数 比率

ア 実施し、かつ、公表している 90 5.6首

イ 実施しているが、公表していない 162 10.0首

ウ 実施していない 1328 82.2也

エ その他 36 2.2% 

合計 1616 

(0201でア、イを選択した場合にのみ回答)

0204 学校関係者評価における学技関係者の構

成(参加人数)についてご記入ください。

学校関係者評価を行った学校(252校)の回答の中

で、学校関係者として参加した者としては、「保護者

(5.589人)Jが最も多くJ関係団体・機関の構成員

(797人)Jの 7倍であった。「地域企業、関連企業等J

旦笠皇ムとなっている。

『その他(912人)Jの自由記述を見ると卒業、同窓

会などの回答が見られた。

【平成23年度文部科学省委託専修学校の質保証・向ょに資する取

組の実態に関する調査研究事業報告書】

回j教育活動情報の公表|

⑤教育活動情報の公表(専門課程の場合)

(専門課程の場合のみ回答)

0501 ア~スの各項目についてどのように

情報提供を行っていますか、

-Webサイト等により提供している

-入学案内・説明会において撞供している

.求めに応じて提供している

の観点から判断してください。

(複数選択可)

情報提供の対象項目では、「授業料、入学金

その他専修学校が徴収する費用」が最も多く、

「教育目的、教育目標J..r授業科目、授業の方

法及び内容、年間の授業計画Jと続いた。

情報提供の方法では、「入学案内・説明会に

おいて提供しているJが最も多く、「求めに応じ

高等課程霞置後

学校数 比率

16 6.3弘

21 8.2弛

204 80.0拓

14 5.5首

255 

学校関係者評価における学校関係者

の構成についてご記入ください。

関係団体・8韓関の織成員

保護者(PTA等の役員歪除く)

学識経験者

他即3教磯員

地域企業関連企業等

その他

ぉ∞ぉ∞ ω∞
I -r---l 

~412制

11244 

て提供している」、 rWebサイト等により常に提供している」と続いた。

一方で、「財務状況J、「学校評価の実施状況JIこ関する情報公開は極めて低い。

【平成23年度文部科学省委混専修学校の質保延・向ょに資する取組の実態に関する調査研究事業報告書】
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